
いわき市復興推進計画 

令 和 ６ 年 ９ 月 3 0日 

福 島 県 い わ き 市 

１．計画の区域 

いわき市全域 

２．計画の目標 

平成23年３月11日に発生した東日本大震災は、東北地方の沿岸部を中心に甚大な

被害をもたらした。本市においても沿岸部の集落が大津波によって壊滅的な被害を

受けたほか、同年４月11日には本市内を震源にマグニチュード7.0の余震が発生し、

本市内では70％以上の事業所において建物や設備に被害が発生するなど、本市内の

全域において、住宅や水道などの社会インフラに多大な被害が及ぶところとなっ

た。 

このような中、本市経済の復興を図るため、本市の中核的産業を担う立地企業の

製造設備の増強に向けた投資を支援することを通じ、立地企業の競争力強化を促進

し、雇用機会の創出を図ることを目標とする。 

３．計画の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 

本市経済の活性化及び雇用機会の創出を図るために、本市の中核的産業である化

学工業について、立地企業の設備投資を支援する。 

４．計画の区域において、実施し、又はその実施を促進しようとする復興推進事業の

内容及び実施主体に関する事項並びに復興推進事業ごとの特別な措置の内容 

「復興特区支援貸付事業」 

① 事業の内容

本市に立地する株式会社クレハ（以下「対象事業者」という。）に対し、本市

勿来地区において、ポリフッ化ビニリデン樹脂（PVDF）生産設備の増強を行う

ために必要な資金を金融機関が貸し付ける事業 

② 貸付けの対象となる事業が計画の目標を達成する上で中核となるものである

ことの説明 

本市における化学工業は、市内の製造業において製造品出荷額及び従業員数

で第１位となる中核的産業である。また、本事業は、市における化学工業従業

員数の約 29％を占める対象事業者が実施するものであり、22,400 百万円の売上

増と 109 人の新規雇用を創出する予定である。 



 
 

したがって、本市の製造業の中核となる対象事業者が行う本事業は、計画の

目標に定めた「立地企業の競争力強化の促進及び雇用機会の創出」を達成する

ために必要かつ有効な事業であり、本計画の目標達成に大きく寄与するもので

ある。 

 

③ 施行規則第２条に規定する該当事業 

施行規則第２条第６号 

 

④ 利子補給金の支給を受ける予定の金融機関名 

・ 株式会社日本政策投資銀行 

・ 株式会社みずほ銀行 

・ 株式会社三井住友銀行 

・ 株式会社三菱 UFJ 銀行 

・ 三井住友信託銀行株式会社 

・ 株式会社東邦銀行 

・ 株式会社常陽銀行 

・ 農林中央金庫 

 

⑤ 特別の措置 

本事業を実施するものに対して必要な資金（３億円以上）を貸し付ける指定

金融機関への復興特区支援利子補給金の支給（法第 44 条の規定に基づく措置） 

 

５．当該計画の実施が当該計画の区域における復興の円滑かつ迅速な推進と当該計画

の区域の活力の再生に寄与するものである旨の説明 

PVDF 生産設備の増強を行う対象事業者は、本市の化学工業における代表的な企業

の一つであり、本市の地域産業の牽引役として重要な役割を果たしている。 
本計画の実施により、地域産業の活性化に大きく寄与し、また、雇用機会の創出

にも繋がるところである。 
これらの効果は、本市の復興の円滑かつ迅速な推進と地域経済の活力の再生に寄

与するものである。 

 

６．その他 

本計画の策定に際し、法第４条第３項に基づき、福島県の意見を聴取した。 

また、いわき市、福島県、株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、株

式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会

社東邦銀行、株式会社常陽銀行、農林中央金庫及び対象事業者を構成員とするいわ

き市産業復興・雇用創出協議会（地域協議会）において、法第４条第６項に基づく

協議を行った。 


